
平成

二

年 月 日 火曜日

山
都

計
画

一

山 口 県

開平選直個

（定期）報

告防公大大 毎

第 号

防
府
市

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

防
府
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四

口
県
告
示
第
四
百
七
十
九
号

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

道
路
事
業
を
次
の
と
お
り
認
可
し

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
七
日

施
行
者
の
名
称

発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
建

成
二
十
四
年
度
山
口
県
歳
入
歳
出
諸

管
告
示

接
請
求
に
必
要
な
有
権
者
の
数
…
…

人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で

告 目

次

示府
都
市
計
画
道
路
事
業
の
認
可
（
都

告規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
二

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一

週
火
・
金
曜
日
発
行

・
四
十
松
崎
牟
礼
線

第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項

た
。

山
口
県
知

築
指
導
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

決
算
の
要
領
の
公
表
（
会
計
課
）
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

き
る
施
設
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

示

市
計
画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
商
政
課
）
…

項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
（
四
件の

規
定
に
基
づ
き
、
防
府
都
市

事

山

本

繁
太
郎

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

）
（
商
政
課
）
…
…
…
…
…
…
二

平 成 年
月 日

（火曜日）

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積

合
計

駐
車
場
の
収
容
台
数

駐
輪
場
の
収
容
台
数

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ア
ル
ク
恩
田

所
在
地

宇
部
市
草
江

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称

株
式
会
社
丸
久

（
四
二
二
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関

当
該
届
出
及
び
経
済
産
業
省

日
か
ら
平
成
二
十
六
年
四
月
十

部
商
業
振
興
課
に
お
い
て
公
衆

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十

四

事
業
地

防
府
市
酢
貝
及
び
牟
礼
柳

公

七
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

変

更

前

の

一
、
三
四
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

九
一
台

五
六
台

七
日

山
口

及
び
所
在
地

店一
丁
目
一
番
一
号

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

住

防
府
市
大
字
江
泊
一
九
三
六

立
地
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の

令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書

七
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労

の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

七
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三

告

一

六
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

変

更

後

一
、
六
五
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

六
六
台

五
〇
台

県
知
事

山

本

繁
太
郎

所

代
表
者
の
氏

田
中

康
男

よ
る
届
出

六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

類
は
、
平
成
二
十
五
年
十
二
月
十

働
部
商
政
課
及
び
宇
部
市
産
業
経

十
一
日
ま
で

名 の七済

告

示

公

告
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成 年 月 日 火曜日

大
二
十

南
市当

県
商

山 口

四五（
四

（定期）県 報

一二
株

三

第 号

四五

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ア
ル
ク
慶
万
店

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

五
年
七
月
十
六
日
山
口
県
公
告

か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

該
意
見
は
、
平
成
二
十
五
年
十
二

工
労
働
部
商
政
課
及
び
周
南
市
経

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
七
日

駐
輪
場
の
位
置
、
荷
さ
ば
き
施
設

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

変
更
年
月
日

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
九
日

二
三
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ア
ル
ク
恩
田
店

所
在
地

宇
部
市
草
江
一
丁
目

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

式
会
社
丸
久

防
府

変
更
に
係
る
事
項

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

変
更
年
月
日

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
九
日

在
地

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条

（
二
三
六
）
に
係
る
大
規
模
小
売

月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
六
年

済
産
業
部
商
工
振
興
課
に
お
い

山
口
県
知

の
位
置
及
び
廃
棄
物
等
の
保
管

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

在
地

一
番
一
号

代
表
者
の
氏
名

住市
大
字
江
泊
一
九
三
六

五
〇
立
方
メ
ー
ト
ル

八

午
前
七
時
三
〇
分
か
ら
午
後
三
時

ま
で

午第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
周

一
月
十
七
日
ま
で
の
間
、
山
口

て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

事

山

本

繁
太
郎

施
設
の
位
置

意
見
の
聴
取

所

代
表
者
の
氏
名

田
中

康
男

立
方
メ
ー
ト
ル

前
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

二

意
見
の
概
要

山
口
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
五

県
商
工
労
働
部
商
政
課
及
び
山

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

コ
ー
プ
い
ず

所
在
地

山
口
市
泉
町

所
在
地

山
口
市
葵
一

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項

（
四
二
五
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

二
十
五
年
七
月
二
十
六
日
山
口

山
口
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
五

県
商
工
労
働
部
商
政
課
及
び
山

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

プ
リ
ル
ー
ム

所
在
地

周
南
市
慶
万

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項

（
四
二
四
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

二
十
五
年
七
月
二
十
三
日
山
口

た
。

年
十
二
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十

口
市
経
済
産
業
部
商
工
振
興
課
に

七
日

山
口

及
び
所
在
地

み
店

一
五
〇
の
一

丁
目
三
四
〇
二

は
な
い
。

立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

県
公
告
（
二
五
三
）
に
係
る
大
規

た
。

年
十
二
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十

口
市
経
済
産
業
部
商
工
振
興
課
に

七
日

山
口

及
び
所
在
地

あ
お
い

町
一
八
三
三
の
一

は
な
い
。

立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

県
公
告
（
二
四
二
）
に
係
る
大
規

六
年
一
月
十
七
日
ま
で
の
間
、
山

お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す

県
知
事

山

本

繁
太
郎

よ
る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お

六
年
一
月
十
七
日
ま
で
の
間
、
山

お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す

県
知
事

山

本

繁
太
郎

よ
る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お

二

口。 成り 口。 成り



平成

（
四平

年 月 日 火曜日

一二

山 口 県

二（
四都

関
す

（定期）報

当
県
商

一

第 号

（
四大

二
十

長
門

二
八
）
平
成
二
十
四
年
度
山
口
県

成
二
十
五
年
十
一
月
山
口
県
議
会

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名

熊
毛
郡
平
生
町
大
字
平
生
村
字
坂

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及

熊
毛
郡
平
生
町
大
字
平
生
村
八
五

亜
細
亜
物
産
株
式
会
社

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

二
七
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
七
日

該
意
見
は
、
平
成
二
十
五
年
十
二

工
労
働
部
商
政
課
及
び
長
門
市
経

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
七
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

フ
ジ
長
門
店

所
在
地

長
門
市
仙
崎
三
二
二

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

二
六
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

五
年
七
月
二
十
六
日
山
口
県
公
告

市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

歳
入
歳
出
諸
決
算
の
要
領
の
公

定
例
会
で
認
定
さ
れ
た
平
成
二

山
口
県
知

称ノ
下
壱
ノ
割

び
氏
名

一
番
地
の
一

。の
完
了

第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項

告
し
ま
す
。

月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
六
年

済
観
光
部
商
工
水
産
課
に
お
い

山
口
県
知

在
地

の
二

。第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条

（
二
五
五
）
に
係
る
大
規
模
小

表十
四
年
度
山
口
県
歳
入
歳
出
諸

事

山

本

繁
太
郎

の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

一
月
十
七
日
ま
で
の
間
、
山
口

て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

事

山

本

繁
太
郎

意
見
の
聴
取

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

安
通
交

６

税
付

交
方

地
１

交
１

金
付
交

別
特
策
対

全

１

付
交
別

特
策
対
全

安
通

２

税
与

譲
別
特
人

法
方
地石

３

税
与
譲
油
発

揮
方
地

道
方
地

４

税
与
譲
ス

ガ
油

料
燃

機
空
航

５

税
与
譲
路

付
交

例
特
方
地

４

税
与
譲

５

金
付
交
例

特
方
地

１

金 取
引

油
軽

８

税
付

交
方

地

税
車

動
自

９

税税
区

鉱

税
猟

狩

消
方
地

２

税
物

棄
廃

業
産

費
消
方
地

１

金
算
清
税

費

税
与

譲
方

地
３

金
算

清
税

業
事

２

税
民

県
１

税
県

１

動
不

４

税
費

消
方

地
３

税税
こ

ば
た

県
５

税
得

取
産

自
７

税
用
利
場

フ
ル
ゴ

６

税
得

取
車

動

決
算
の
要
領
は
、
次
の
と
お
り

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十成

平

金 で
す
。

七
日

山
口

歳
計

会
般
一

県
口
山
度

年

入
歳

出
歳

入

三

県
知
事

山

本

繁
太
郎

円 算
決



平

１

成 年 月 日 火曜日

６ ５ ４１

山 口

２ １１３ ２ １

（定期）県 報

３ ２２ １１

第 号

会
議

１

９

２ １

８

２ １

７

算
精

割
子

利

子
利

金
預

費

歳

債
県

債
県

入
雑

入
収

金

金
入

繰
計

会
別

特

計
合

入

越
繰

金
越

繰

金
入

繰
金

基

収
利

元
金

付
貸

入
収

諸

金

金
滞

延

入
収

業
事

託
受

入

国

等
料

過
び

及
金

算
加

、 収
産

財

金
託

委

金
助

補
庫

売
産

財

入
収

用
運

産
財

入

繰

金
付

寄

金
付

寄

入
収

払

金
担

負
び

及
金

担
分

金
入 及

料
用

使

金
担

負

金
担

分

料
数

手

料
用

使

料
数

手
び

金
担

負
庫

国

金
出

支
庫

国

円

出
歳

２

費
工

商
７

費
業

産
水

５

業
失

３

費
発
開
力

能
業
職

費
会

員
委

働
労

４

費
策

対業
農

１

費
業

産
水

林
農

６

費
地

農
３

費
業

産
畜

２

費

公
１

費
生

衛
４

費
業

林
４

費
生

衛
境

環
４

費
生

衛
衆

費
薬

医
８

費
所

健
保

７

政
労

１

費
働

労
５

費
院

病

事
人

８

費
査

調
計

統
７

費 費
員

委
査

監
９

費
会

員
委

費
祉

福
会

社
１

費
生

民
３

保
活

生
７

費
祉

福
童

児
４

議
１

費
助

救
害

災
８

費
護

管
務

総
１

費
務

総
２

費
会

徴
３

費
整

調
画

企
２

費
理

５

費
興

振
村

町
市

４

費
税

費
災

防
６

費
挙

選

四



平成

３ ２

年 月 日 火曜日

４ ２ １１１

山 口 県

９ ８ ７ ４ ３ ２ １

（定期）報

２ １

９

６ ５ ４ ３

第 号

割
子

利

２ １

８

４ ３ ２ １

学

金
付

交
割

当
配

金
付

交

水
林

農

費
旧

復
害

災

費
事

木
土

費
旧

復
害

災
設

施
産

施
校

学

費
旧

復
害

災
設

施

費
債

公

費
旧

復
害

災
等

設

消
方

地

金
出

支
諸

費
債

公

費
務

総
育

教

金
算

清
税

費

等
高

費
校

学
中

費
校

学
小

費
校

学
援

支
別

特

費
校

学

費
育

体
健

保

費
育

教
会

社

湾
港

費
岸

海
川

河

費
学

大

警

費
宅

住

費
画

計
市

都

費

活
察

警

費
理

管
察

警

費
察 鉱

工

費
業

商

費
育

教

費
動 道
水

用
業

工

費
光

観

費
業

橋
路

道

費
理

管

費
木

土

費費
う

ょ
り

福
婦
寡
子
母

１

金
入

繰
２

祉
福
婦

寡
子
母

１

金
資
祉

出
歳
入
歳

計
合

出
歳

金
資

越
繰

へ
度

年
翌

額
残
引
差

成
平

入
繰

計
会

他
１

口
山
度

年

３

金
越

繰
１

金
越

繰
２

金

収
利
元

金
付
貸

１

入
収

諸

出
歳

計
合

入
歳

入
雑

２

入 額
残
引
差

出
歳
入
歳

計
合

成
平

越
繰

へ
度

年
翌

株
４

金
入

繰
１

口
山
度

年

５

付
交

割
得
所
渡
譲

等
式

ゴ
６

金
付
交
税
費

消
方
地

８

金
付

交
税
用
利
場

フ
ル

９

金
付

交
税
得
取

車
動
自

金
算

精
割

子
利

費
備

予
１

費
備

予

金
資

化
代

近
業

企
小

中
県

入
歳

会
別

特

出
歳

特
金

資
祉
福

婦
寡
子
母

県

入
歳

計
会

別

金

五

円 円

算
決
出

歳
入

歳
計

円

算
決

出
歳

入
歳



平

３

成 年 月 日 火曜日

１

７

１

６

１

５

２ １

山 口

４

１

２

１

１

（定期）県 報

２ １

１

第 号

入
歳

入
雑

２ １

４

１

３

１

産
財

入
収

用
運

産
財

計
合 計

会
他

金
入

繰

入
収

払
売

諸

金
越

繰

金
越

繰

金
入

繰 成
平

金
滞

延

入
収

金
担

分

関
下

県
口

山
度

年

用
使

金
担

負

金
担

負
び

及

財

料
用

使

料
数

手
び

及
料

化
代

近
業

企
小

中

入
収

産

代
近

備
設

業
企

小
中

金
資化

度
高

業
企

小
中

金
資

化

出
歳

入
歳

計
合

出
歳

金
資

越
繰

へ
度

年
翌

額
残

引
差

繰

金
越

繰

金
入

繰
計

会
他

利
元

金
付

貸

入
収

諸

金
越

計
合

入
歳

入
雑

入
収

別
特

場
市

売
卸

方
地

港
漁

円

入
歳

歳
計

会

円

収
諸

４

算
決

出
歳
入

出
歳

成
平

越
繰

へ
度

年
翌

入

他
１

金
入

繰
２

口
山
度

年

１

金
越

繰
３

金
入

繰
計

会

計
合

入
歳

入
雑

２

金
越

繰

善
改
業
産
材

木
・
業
林

１

業
産
材
木

・
業
林

１

金
資

歳
入
歳

計
合

出
歳

資
善

改

成
平

額
残
引
差

出

１

金
越

繰
３

県
口
山

度
年

付
貸

１

入
収

諸
４

金
越

繰

港
漁
関
下

１

入
収
利
元

金 場
市

２

費
場

市
売
卸
方
地

地
団
工

加
産
水

３

費
理

管

歳
入
歳

計
合

出
歳

費
備

整

繰
へ

度
年

翌

額
残
引
差

出

越

特
金

資
善
改

業
漁
岸
沿

県

入
歳

計
会

別

出
歳

金

資
善

改
業

産
材

木
・

業
林

入
歳

別
特

金

出
歳

円

算
決

出
歳

入
歳 円 円

算
決

出
歳
入

歳
計

会

円

六



平成

１

年 月 日 火曜日

２ １

１

山 口 県

１

３

１

２

１

（定期）報

１

第 号

せ
当

入
収

紙
証

１

１

２ １

費
業

事
売

発
票

証
付

金
ん

合
出

歳

金
出

繰

費
諸

売
発

翌

額
残

引
差

出
歳

入
歳

計

成
平 越

繰
へ

度
年

入
繰

入
収

業
事

口
山

度
年

金
越

繰

金
入

繰
計

会
他

金

合
出

歳

計
合

入
歳

金
越

繰

翌

額
残

引
差

出
歳

入
歳

計

成
平

越
繰

へ
度

年

収
業

事

せ
当

県
口

山
度

年

入
雑

入
収

利
元

金
付

貸

入

善
改

業
漁

岸
沿

計
合

入
歳

金
資

善
改

業
漁

岸
沿

金
資

円

入
歳

歳
計

会
別

特
紙

証
入

収
県

出
歳

入

円

出
歳

特
業

事
売

発
票

証
付

金
ん

円

入
歳

計
会

別

円

出
歳

年
翌

算
決

出
歳

入
歳

算
決

事
得
取
地
土

１

越
繰

へ
度

管
金
基
得

取
地
土

１

費
業

費
理
管
地

団
業
産

３

費
理

出
歳

費
理
管
地

宅
譲
分

４

額
残
引
差

出
歳
入
歳

計
合 用
運

産
財

１

入
収

産
財

１４

入
収

払
売

産
財

２

入
収

収
諸

６

金
越

繰
１

金
越

繰

繰
１

計
合

入
歳

入
雑

１

入

出
歳
入
歳

計
合

出
歳

金
出

越
繰

へ
度

年
翌

額
残
引
差

成
平

繰
２

入
収

紙
証

１

山
度

年

計
合

入
歳

金
越

繰
１

金
越

金
出

繰
１

出
歳

別
特

業
事
得

取
地
土
県

口

入
歳

歳
計

会

出
歳

七

円 円

算
決
出

歳
入 円



平

１

成 年 月 日 火曜日

２

１

１

山 口

１

１

１

（定期）県 報

８

１

７

１

５

２

４

１

第 号

度
年

翌

債
県

３

２

２

１

１

成
平 越

繰
へ計

会
他

金
入

繰

口
山

度
年

入
歳

料
用

使

債
県

金
入

繰

費
業

事
道

水
下

域
流

計
合

計
合

出
歳

費
道

水
下

域
流

会
他

額
残

引
差

出
歳

入
歳 県

入
雑

入
収

諸

金
入

繰
計

使

金
越

繰

金
越

繰

債
県

債 成
平

料
数

手
び

及
料

用

び
及

金
担

分

県
口

山
度

年

出
支

庫
国

金
担

負

金
担

負

金
入

繰

金
助

補
庫

国

金

歳
計

会
別

特
理

管
債

公
県

円

入
歳

出
歳

入

円

出
歳

会
別

特
業

事
道

水
下

域
流

円

入
歳

入
歳

計

整
湾
港

１

算
決

出
歳

算
決

出
歳

費
湾

港
１

費
業
事

備

額
残
引
差

出
歳
入
歳

計
合

成
平

越
繰

へ
度

年
翌 繰

３

独
方
地

県
口
山
度

年

入
収

諸
４

金
越

繰
１

金
越

歳

債
県

１

債
県

５

入
雑

１

成
平計

合
入

手
び

及
料
用
使

１

山
度
年

金
付

寄
２

料
用

使
１

料
数

公
１

計
合

入
歳

金
付

寄
１

計
合

出
歳

費
債

公
１

費
債

年
翌

額
残
引
差

出
歳
入
歳

入
歳

越
繰

へ
度

病
立

県
口
山

人
法
政
行

立
構
機

院

業
事
備
整

湾
港
県
口

出
歳

入
歳

歳
計

会
別

特 出
歳

円

算
決

出
歳

入
歳

計
会

別
特 円

算
決
出

歳
入 円
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平成

１

年 月 日 火曜日

１

１

５

２ １

山 口 県

４

１

３

１

２

（定期）報

１

１

第 号

援
支

農
就

１

３

１

２

１

１

元
金

付
貸

計
合

出
歳

金
資

歳

債
県

債
県

入
雑

入
収

利 平金
資

援
支

農
就

計
合

入

成

会
他

金
入

繰

県
口

山
度

年

金
越

繰

金
越

繰

金
入

繰
計

病
立

県

計
合

入
歳

入
収

諸

構
機

院
病

立
県

費
構

機
院

差
出

歳
入

歳

計
合

出
歳

費

分

越
繰

へ
度

年
翌

額
残

引

金
担

負

金
担

負
び

及
金

担

入
収

利
元

金
付

貸

入
収

諸

債
県

債
県

円

出
歳

計
会

別
特

金
資

援
支

農
就

円

入
歳

歳
入

歳

円

出
歳

円

算
決

出

県
の
事
務
の
執
行
に
関

す
る
監
査
の
請
求

地
方
自
治
法

条
第
一
項

県
議
会
の
解
散
の
請
求
地
方
自
治
法

条
第
一
項

県
議
会
の
議
員
の
解
職

の
請
求

地
方
自
治
法

第
一
項

て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十

直
接
請
求
の
種
類

根

拠

県
条
例
の
制
定
又
は
改

廃
の
請
求

地
方
自
治
法

条
第
一
項

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二

に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る

八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条

運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一

そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六

を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総

八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

年
翌

額
残
引
差

出
歳
入
歳

越
繰

へ
度

選
挙
管

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

岩
国
市
玖
珂
郡
選
挙
区

光
市
選
挙
区

長
門
市
選
挙
区

柳
井
市
選
挙
区

美
祢
市
選
挙
区

第
七
十
五

第
七
十
六

第
八
十
条

大
島
郡
選
挙
区

熊
毛
郡
選
挙
区

下
関
市
選
挙
区

宇
部
市
選
挙
区

山
口
市
選
挙
区

萩
市
阿
武
郡
選
挙
区

防
府
市
選
挙
区

下
松
市
選
挙
区

数
）
は
、
次
の
表
の
と
お
り
で
あ

七
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

規

定

必

要

な

第
七
十
四

年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四

者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並

第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項

十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第

の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十

数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ

四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得

理
委
員
会

示
第
百
三
十
二
号

九

四
〇
、
九
四
三

一
四
、
六
一
三

一
〇
、
六
二
四

九
、
五
九
二

七
、
六
九
七

二
四
八
、
四
四
五

五
、
四
八
一

九
、
〇
五
二

七
六
、
四
六
四

四
六
、
九
二
七

五
二
、
六
〇
四

一
六
、
〇
二
三

三
二
、
〇
六
六

一
五
、
二
〇
一

る
。

委
員
長

中

村

正

昭

有

権

者

の

数二
三
、
七
五
二

条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一

び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、

並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権

え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て

万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数

た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗

項第びをはとにじ

選
挙
管
理
委
員
会



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 火曜日 山 口

名
由タ
ー

岩
国
館

（定期）県 報

山
公

の
選

が
で

第 号

知
事

副
知
挙
管
員
及
委
員

県
の

員
の十

五
年
十
二
月
十
七
日
印
刷

十
五
年
十
二
月
十
七
日
発
行

称

所

宇
文
化
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン

岩
国
市

市
由
宇
塩
田
原
供
用
会

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
個
人

き
る
施
設
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
七
日

の
解
職
の
請
求

地
方
自
治
法
第
八

条
第
一
項

事
並
び
に
県
の
選

理
委
員
、
監
査
委

び
公
安
委
員
会
の

の
解
職
の
請
求

地
方
自
治
法
第
八

条
第
一
項

教
育
委
員
会
の
委

解
職
の
請
求

地
方
教
育
行
政
の

及
び
運
営
に
関
す

律
第
八
条
第
一
項

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

在

地

由
宇
町
南
沖
一
丁
目
一
三
番
一

由
宇
町
北
三
丁
目
一
〇
番
一
三

第
百
三
十
三
号

第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一

演
説
会
、
政
党
演
説
会
又
は
政

る
。 周

南
市
選
挙
区

山
陽
小
野
田
市
選
挙
区

十
一

十
六

組
織
る
法

県

庁
知
事

長

中

村

正

昭

指

定

年

月

日

号

平
成
二
五
、
一
一
、
一
一

号 項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
市
町

党
等
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と

四
〇
、
九
〇
四

一
七
、
六
六
五

二
四
八
、
四
四
五

一
〇


